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　　　地方分権推進委員会最終報告の概要（抜粋）
　　　　－分権型社会の創造：その道筋－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成１３年６月１４日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 地方分権推進委員会          

第３章　第２次分権改革の始動に向けて（地方税財源充実確保方策についての提言）
１　地方税財源充実確保の基本的視点
　○地方の歳出規模と地方税収との乖離の縮小、住民の受益と負担の対応関係の明確化。
　○税源移譲を行う際には、国庫補助負担金や地方交付税の減額などにより、歳入中立を
原則とすべき。
　○国の関与の廃止・縮減や法令等による義務付けの見直しにより、歳入・歳出両面の自
由度を併せ増すことが不可欠。
　○税財源の地方分権は、国・地方を通ずる全体の構造改革にとっても不可欠の手段。
　○租税負担率を見直す際には、地方税源への配分を特に重視していく必要。
　 
２　地方税源の充実策
　○地方税源充実は、地域的偏在の少ない地方税体系の構築が必要。特に基幹税目の充実
が不可欠。
　○具体的には、
　　・個人住民税については、税源移譲により最低税率を引き上げ、個人所得課税に占め
る割合を相当程度高め、より比例的な税率構造の構築と課税ベースの拡大を図るべ
き。また均等割の水準も、過大な負担とならないよう留意し、見直しを図る必要。
　　・地方消費税については、その位置づけを高め充実を基本に検討。地方交付税原資に
組み入れられている消費税の一定部分の地方消費税への組み替えも検討。
　　・法人事業税については外形標準課税の早期導入を図るべき。
　○法定税の充実とともに自主課税の努力が必要。法定外税、超過課税などを活用。  
　 
３　地方税源充実に対応する国庫補助負担金、地方交付税等の改革
［国庫補助負担金］
　○地方税源充実に伴う国の地方への移転的支出の削減は、まず国の関与の強い特定財源
である国庫補助負担金を対象とすべき。国庫補助負担金は真に必要なものに限定。
［地方交付税等］
　○地方交付税の総額は減少が見込まれるが、財政力格差の是正という地方交付税制度の
役割は依然として重要。
　○地方交付税の総量の縮小や配分基準の簡素化の議論は、国の関与の廃止・縮小と一体
として検討する必要。
　○地方交付税は、次のような見直しが必要。
　　・国による事務の義務づけの廃止・緩和を進め、算定方法の簡素化等の見直し
　　・事業費補正による算定は、対象事業の範囲を見直し、特に必要なものに重点化
　　・課税努力、税源涵養努力、独自税源充実の自助努力を更に促す仕組みの検討
　 
４　今後の検討に当たって
　○地方税源の充実策については、現実的には、国・地方を通ずる財政構造改革の際に実
施することも。その選択肢・留意事項等について、財政構造改革の議論等との整合性　　も
踏まえつつ、十分に検討しておく必要。
　○国と地方の事務配分のあり方など地方行財政制度全般について、地方分権推進の視点
に立った具体的かつ専門的な検討を行う場が必要。


